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世界遺産「紀伊半島の霊場と参詣道」保全に関する要望書 

 

 世界遺産に指定されている奈良県十津川村の玉置神社にて、4 月 25 日、氏子

総代を集めての社務報告が行われました。その中の本年度事業計画案において、

「神代杉（じんだいすぎ）および、磐余杉（いわれすぎ）の土盛り工事、本殿

前の傾倒した杉対策、常立杉（とこたちすぎ）の処理という３項目があり、常

立杉に関しては伐採可否の判断が求められると記されております。 

 

 玉置神社では、昨年 11 月 14 日に御神木である神代杉に生育していた宿り木

が切り払われましたが、事前に公の場での議論はもとより、氏子総代会での議

論すらありませんでした。伐採計画は氏子である地域住民のほとんどには知ら

されていませんでした。計画を知った氏子のなかには反対意見を持つ者もあり、

情報を察知した崇敬者が神社と奈良県教育委員会文化財保護課に県の補助事業

実施の撤回を求め、現状維持の署名活動を始めていた矢先の突然の伐採でした。 

 

 地元には、「御神木には手を触れてはならない」という言い伝えがあり、信仰

の対象である御神木に手を加えた場合、ユネスコ文化遺産の理念に抵触するの

ではないか、という崇敬者の県への申し入れに対して、「樹勢が弱ってきている

県指定天然記念物に対する保全事業として宿り木を刈り払うことは、県の条例

上問題はなく、神社からの要請にしたがって補助金を支給するものである」、と

の回答があったそうです。 

 崇敬者が文化庁文化財部記念物課にも問い合わせたところ、地元である奈良

県が作っている奈良県自然環境保全条例に抵触していないため、県に対して指

導ができないとの回答でした。 

 しかし、崇敬者は樹勢の衰えの原因が宿り木にあり伐採したほうがよい、と

の樹木医の見解に対しても疑問を呈し、樹木医にも意見が分かれている事や、

代案も提示しましたが、方針通りに執行するという回答でした。 

 

 さまざまな雑木を、その巨大な幹から茂らせ共存してきた樹齢三千年の神代

杉は、自然崇拝にはじまり、八百万の神々を抱く熊野信仰を象徴する姿であり、

それを体現する貴重な存在として人々から崇められてきたのです。宿り木伐採

後、幹がむきだしになった姿を見て、落胆の声を上げる参拝者は少なくありま

せん。宿り木と共生する杉の姿を崇拝することは、この地域の信仰の生きた伝



統であり、世界文化遺産として守り継がれていくべきものであると思われます

が、杉の木のみを御神木ととらえ、伐採を決めた神社と杉のみを保存対象に定

め、保存事業とした県の決定には疑問が残ります。 

 

 今回の事業計画案には、「常立杉の伐採可否の判断が求められる」と書かれて

おりますが、誰がどのような基準で判断するのかは不明です。土盛り工事につ

いて県に問い合わせたところ、県指定の樹木医の判断によって決定したとのこ

とです。古木への土盛りは、根の呼吸を妨げ、かえって樹勢を衰えさせたとい

う前例もあり、慎重に判断されるべきと思われます。 

 

 世界遺産条約には、「個人や特定の団体、地域などのエゴイズムとは正反対の

博愛の理念に基づき、多様性を認識し、普遍的価値を持つ文化遺産および自然

遺産が、損傷、破壊されることを防止し、人類が協力して次の世代に伝えてい

くため、援助を行うことを国際社会全体の任務と認識し、国際条約として採択

する」と書かれております。 

 

 紀伊山地の霊場と参詣道は、文化遺産として、特にその精神文化が高く評価

され認定されたと聞いております。世界遺産の崇高な理念で守られているはず

の地域、文化が、現場である神社関係者の独断と地方行政の容認のみで、容易

に現状変更されてしまう実態をご理解いただき、今後の保全管理が世界遺産精

神に基づいて議論され決定されていくような方策をご検討いただけますよう、

切望するものであります。 

 

海外では保全状況の悪化により、世界遺産指定を解除された地域もあります。 

この豊かで素晴らしい紀伊半島の世界遺産が、そのような状況に陥ることなく、

末永く後々の世代に伝えられてゆくよう願っております。 

ここに賛同者署名を添えて、要望いたします。 
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